
制度改正に伴う専門家派遣等事業   

  

 

 

 

 

「インボイス」という言葉を聞いたことがありますか？ 

インボイスとは適格請求書等と言い、適格請求書等の保存方式がインボイス制度です。

インボイスを発行できる事業者は、事業を営んでいる法人や個人事業者が税務署に 

登録申請をして、「登録番号」を受けた事業者です。 

インボイス制度では、免税事業者や登録を受けていない課税事業者からの課税仕入 

れは、原則として仕入税額控除を受けることができません。 

そして、インボイス制度の大きなポイントは「登録申請して登録番号を受けること 

 ができるのは消費税の課税事業者のみ」であり、「登録した事業者は必ず消費税の申告 

をしなければならない」ということです。 

免税事業者が登録番号を受けるためには課税事業者を選択しなければなりません。 

インボイス制度は、令和５年１０月１日からスタートすることが決まっています。 

（登録申請は令和３年１０月１日から受付が始まります。） 

 

多くの事業者に影響があるインボイス制度について、制度の概要説明や個別相談を 

実施いたします。スムーズな対応に向けてご参加、ご相談をお待ち致します。 

 

 

▼日時 ： 令和３年１１月２日（火）  １４：００ ～ １６：００ 

 

▼場所 ： 大川商工会議所 ２階 小会議室 

▼講師 ： 税理士 大渕 賢 氏  大渕 賢 税理士事務所 

 

☆申し込み方法 

裏面の申込書に必要事項をご記入の上、ＦＡＸ等にてお申し込みください。 

 （ＴＥＬ：０９４４‐８６‐２１７１・ＦＡＸ：０９４４‐８８‐１１４４） 

      

お問合せ先：大川商工会議所 経営支援課 担当・山崎 まで 

 

消費税 インボイス制度  適格請求書等保存方式

のご案内

（講習会１時間程度、個別相談１時間程度） 



 

消費税 インボイス制度「適格請求書保存方式」 

講習会＆個別相談会 申込書 （ご希望のものを〇で囲んでください） 

参加希望 ：    講習会     個別相談     両 方 

                                

大川商工会議所 （山崎）  宛て 

ＦＡＸ：０９４４‐８８‐１１４４ （１０月２２日締切） 

 

事業所名  代表者名  

相談者名  役職・続柄  

所在地  業 種  

電話番号  FAX番号  

◎個別相談の場合、資料等の準備のため、相談内容をご記入ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※ご記入いただいた情報は、商工会議所からの各種連絡、情報提供のために 

利用するほか、調査・分析のために利用することがあります。 


